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1 第
だい

１ 章
し ょ う

 計画
けいかく

策定
さ く てい

にあたって  

 

 １  計画
けいかく

策定
さ く てい

の趣旨
し ゅ し

と目的
もく てき

  
  

 近年、 我が国においては、 少子高齢化や地域のつながりの希薄化による地域コミ ュニティ の衰 
退といった課題や、 人々の生活様式の多様化等、 生活環境の変化や人々が抱える課題が複雑化す 
る等、 障がいのある人を取り 巻く 環境も大きく 変化しています。  
国においては、 平成 26 年( 2014 年)に「 障害者の権利に関する条約」 を批准、 平成 28 年( 2016

年)には「 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」 (障害者差別解消法)を施行し 、障が

い福祉の分野に限らず、 教育や防災をはじめとする様々な分野において、 障がいの有無によって

分け隔てられることがなく 、人格と個性を尊重し合う 共生社会の実現に向けた施策の展開が進め

られています。  
本市においても、「 障害者基本法」 に基づき「 甲賀市第３ 次障がい者基本計画」 (令和 2 年( 2020

年)度)を策定し 、「 みんなでつながり 、 支えあう  安心・ 交流・ 生きがいとしあわせを感じるまち  
あい甲賀」 の基本理念のもと 、 障がいのある人の自立と社会参加に向けた支援を総合的に推進し

てきました。また、障がいのある人の生活支援として「 第６ 期障がい福祉計画」「 第２ 期障がい児

福祉計画」 (令和 2 年( 2020 年)度)を策定し 、各種障害福祉サービス及び地域生活支援事業や児童

福祉法に基づく サービスを提供しています。  
この度「 甲賀市第３ 次障がい者基本計画」 については計画の中間年度となることや、「 第６ 期障

がい福祉計画」「 第２ 期障がい児福祉計画」 の計画期間が令和 6 年 3 月をもって終了することか

ら、 本市の障がい施策を計画的に推進するため、 計画の見直しを行います。  
 
 

 
「 障害」「 障がい」 の表記について  
「 障害」 と 「 障がい」 の表記については、 法令や制度によるものは「 障害」、 それ以外については

「 障がい」 と記載しています。   
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福祉制度の実践   

戦後の混乱期や社会福祉が世間の人々の関心事にもならなかった時代から、 常に利用者の

立場に身を置き、未発達であるわが国の福祉制度に息吹を吹き込んだ実践家が、滋賀県から数

多く 輩出されてきました。  
戦後から今日までの間に、福祉実践を通じて、社会福祉の専門化、制度施策化等に、生涯に

わたり 取り 組んでこられた方々がいました。  
甲賀市において、昭和 27 年( 1952年)に創設された信楽学園は、創設者の池田太郎氏の理念

や糸賀一雄氏の主張した生産教育の大切さを今日に引き継ぎ、 障がいのある人の社会的自立

に大きく 貢献しています。そして、信楽学園の創設者である池田太郎氏の『 はたらく 』 ことを

通して『 地域で実践』 し 、ものづく り を通してひとづく りへ、そして、まちづく りへと展開し

てきたことが礎となり 、 さまざまな事業が推進されています。  
●糸賀一雄氏 
「 この子らを世の光に」という 有名な言葉を残した糸賀氏は、戦後日本の新しい社会福祉基盤

をつく った一人とされます。 没後 50 年を経た今なおその業績は高い評価を受け、 理論派の福

祉の父として尊敬されています。 数多く の言葉を残した糸賀氏ですが、 中でも 「 福祉は人な

り 」 という 言葉にも表わされているよう に、福祉に携わる後継者としての人材発見とその養成

に大きく 寄与しました。  
●池田太郎氏 
信楽学園の開設とともに、信楽のまちにやってきた池田太郎氏は、知的障がいのある人たち

が、人として尊重され、歓びをもって暮らしていく ための支援を進めました。職員の育成から

始まった信楽学園の立ち上げ、そして、全国初の成人を受けとめる信楽青年寮の開設、現在の

グループホームにあたる民間下宿の開拓、事業者の協力を得ての就労等、彼らの幸せのために

地域を取り 込んだ先駆的な福祉を実践してきました。 地域で受け止める共生のまちづく りは、

今も脈々と受け継がれています。  
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 ２  法律
ほう り つ

改正
かいせい

等
と う

の 状 況
じ ょ う きょ う

 
障がい福祉に関する法律改正・ 施行等の経過や概要は次のとおりです。  

表 1- 1 障がい福祉に関する法律改正・ 施行等の経過 
    年 月 障がい福祉に関する法律改正・ 施行等の経過 

平成 19 年( 2007 年)  9 月 障害者の権利に関する条約に署名 
平成 23 年( 2011 年)  8 月 障害者基本法の改正 
平成 24 年( 2012 年)  6 月 児童福祉法の改正 

10 月 障害者虐待防止法の施行 

平成 25 年( 2013 年)  4 月 障害者総合支援法の改正 
障害者優先調達推進法の施行 

平成 26 年( 2014 年)  1 月 障害者の権利に関する条約の批准 

平成 27 年( 2015 年)  1 月 難病法の施行 指定難病 111 疾病 
7 月 難病法の施行 指定難病 306 疾病 

平成 28 年( 2016 年)  
 

4 月 障害者雇用促進法の改正 
障害者差別解消法の施行 

5 月 児童福祉法の改正 
成年後見制度利用促進法の施行 

8 月 発達障害者支援法の改正 
平成 29 年( 2017 年)  4 月 難病法の施行 指定難病 330 疾病 
平成 30 年( 2018 年)  4 月 障害者総合支援法（ 障害者自立支援法から改称） の改正 

難病法の施行 指定難病 331 疾病 
5 月 バリ アフリ ー法の改正 

6 月 障害者文化芸術活動推進法の施行 

平成 31 年( 2019 年)  2 月 障害者雇用促進法の改正 

3 月 第 4 次障害者基本計画の策定 

令和元年( 2019 年)  
 

6 月 障害者雇用促進法の改正 
読書バリ アフリ ー法の施行 

7 月 難病法の施行 指定難病 333 疾病 

10 月 滋賀県障害者差別のない共生社会づく り 条例の全部施行 

令和 2 年( 2020 年)  
 

5 月 バリ アフリ ー法の改正 
6 月 地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律の施行 

令和 3 年( 2021 年)  
 

3 月 滋賀県障害者プラン 2021の策定 
6 月 障害者差別解消法の改正 

10 月 甲賀市手話言語及び情報・ コミ ュニケーショ ン促進条例の施行 
11 月 難病法の施行 指定難病 338 疾病 

令和 4 年( 2022 年)  
 

5 月 障害者情報アクセシビリ ティ ・ コ ミ ュニケーショ ン施策推進法の施行 
6 月 児童福祉法の改正 

12 月 障害者総合支援法の改正 
障害者雇用促進法の改正 
難病法の改正 

令和 5 年( 2023 年)  3 月 第 5 次障害者基本計画の策定 

２  
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（ １ ） 障害者
し ょ う がいしゃ

の権利
け ん り

に関
かん

する 条 約
じ ょ う やく

の批准
ひじゅん

 

 国では、平成 19 年( 2007 年) 9 月に「 障害者の権利に関する条約」 に署名し 、それ以降、同条約

の批准に向け、 様々な国内法の整備が進められた結果、 平成 26 年( 2014 年) 1 月にこの条約を批

准しました。  
 

（ ２ ） 障害者
し ょ う がいしゃ

基本法
き ほんほう

の改正
かいせい

 

「 障害者の権利に関する条約」 における考え方に合わせ、 障がいの有無にかかわらず、 等し く

基本的な人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられるものであるとの理念にのっとり 、平

成 23 年( 2011 年) 8 月に障害者基本法の一部が改正され、 障がいのある人の定義が見直されたほ

か、 災害時の安全確保のために必要な情報提供に関する施策等が追加されました。  
 

（ ３ ） 障害者
し ょ う がいしゃ

虐 待
ぎゃく たい

防止法
ぼう し ほう

の施行
し こ う

 

平成 24 年( 2012年) 10 月に「 障害者虐待の防止、 障害者の養護者に対する支援等に関する法律

（ 障害者虐待防止法）」 が施行され、 家庭や施設等で障がいのある人に対する虐待を発見した場

合に自治体への通報を義務付けているほか、養護者による虐待が生命に関わる危険性があると認

められた場合には、 自治体職員の自宅への立ち入り を認めること 、 虐待に関する相談窓口の設置

を自治体に義務付けること等が盛り 込まれました。  
 

（ ４ ） 障害者
し ょ う がいしゃ

総合
そう ごう

支援法
し え ん ほう

（ 障害者
し ょ う がいしゃ

自立
じ り つ

支援法
し え んほう

から 改 称
かいし ょ う

） の改正
かいせい

 

平成 25 年( 2013 年) 4 月に、「 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（ 障害者総合支援法）」 が、地域社会における共生の実現に向けて、障がいのある人の日常生活及

び社会生活の総合的な支援を目的として、 改正・ 施行されました。 障がいのある人の範囲に難病

患者が加えられたほか、 ケアホームとグループホームの一元化、 重度訪問介護サービスの対象拡

大等が定められました。  
また、 平成 30 年( 2018 年) 4 月改正施行により 、 地域生活の支援として、 新たに「 自立生活援

助」 や「 就労定着支援」 等のサービスが追加されました。令和 4 年( 2022年) 12 月の改正では、障

がい者等の地域生活や就労の支援の強化等により 、 障がい者等の希望する生活を実現するため、

①障がい者等の地域生活の支援体制の充実、②障がい者の多様な就労ニーズに対する支援及び障

がい者雇用の質の向上の推進、 ③精神障がい者の希望やニーズに応じた支援体制の整備、 ④難病

患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する適切な医療の充実及び療養生活支援の強化、⑤障害福

祉サービス等、指定難病及び小児慢性特定疾病についてのデータベースに関する規定の整備等の

措置を講じられました。  
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（ ５ ） 児童
じ ど う

福祉法
ふく し ほう

の改正
かいせい

 

平成 24 年( 2012 年) 6 月の児童福祉法等の改正により 、 それまで障害者自立支援法（ 現障害者

総合支援法） と児童福祉法に分かれていた障がいのある児童を対象とした施設・ 事業が、 児童福

祉法に基づく サービスに一元化され、市町村が支給決定する障害児通所支援と都道府県が支給決

定する障害児入所支援が創設されました。  
また、平成 28年( 2016年) 5 月の同法改正により 、平成 30 年( 2018年)度から障がいのある児童

のサービスに係る提供体制の計画的な構築を推進するため、「 障害児福祉計画」 の策定が義務付

けられました。 令和 4 年( 2022 年) 6 月の改正により 、 児童等に対する家庭及び養育環境の支援を

強化し、 児童の権利の擁護が図られた児童福祉施策を推進するため、 要保護児童等への包括的か

つ計画的な支援の実施の市町村業務への追加、市町村における児童福祉及び母子保健に関し包括

的な支援を行う こども家庭センターの設置の努力義務化、 こども家庭福祉分野の認定資格創設、

市区町村における子育て家庭への支援の充実等の体制強化が定められました。  

 

（ ６ ） 障 害
し ょ う がい

者優先
し ゃゆう せん

調 達
ちょ う たつ

推進法
すいしんほう

の施行
し こ う

 

平成 25 年( 2013 年) 4 月に「 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関す

る法律（ 障害者優先調達推進法）」 が施行され、公的機関には、物品やサービスを調達する際、障

害者就労施設等から優先的・ 積極的に購入することを推進し 、 障がいのある人の自立の促進に資

することとされました。  

 

（ ７ ） 障害者
し ょ う がいしゃ

差別
さ べ つ

解消法
かいし ょ う ほう

及
およ

び滋賀県
し が け ん

障害者
し ょ う がいしゃ

差別
さ べ つ

のない共 生
きょ う せい

社
し ゃ

会
かい

づく り 条 例
じ ょ う れい

の施行
し こ う

 

障がいのある人への差別を解消するため、 平成 25 年( 2013 年) 6 月に「 障害を理由とする差別

の解消の推進に関する法律（ 障害者差別解消法）」 が公布され、 平成 28年( 2016年) 4 月に施行さ

れました。  
障がいを理由とする差別等の権利侵害行為を禁止するとともに、社会的障壁の除去を必要とし

ている旨の意思の表明があった場合には、その実施に向けて必要かつ合理的な配慮の義務が定め

られています。 また令和 3 年( 2021 年) 6 月の改正により 、 事業者の合理的配慮の提供が義務化さ

れました。（ 令和 6 年( 2024 年) 4月 1 日施行）  
なお、 滋賀県では、 平成 31 年( 2019 年) 4 月に、 すべての人が障がいの有無によって分け隔て

られることなく 、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に寄与することを目

的とした「 滋賀県障害者差別のない共生社会づく り 条例」 が一部施行、 同年 10 月には全部施行

されました。 何人も障がいを理由とする差別をしてはならないことが規定され、 また、 差別に関

する相談・ 解決のための体制整備を強化し 、 障がいを理由とする差別の解消の推進に関する施策

として、 障害者差別解消相談員と地域相談支援員（ 地域アド ボケーター） が配置されました。  
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（ ８ ） 成年
せいねん

後見
こう けん

制度
せ い ど

利用
り よ う

促進法
そく しんほう

の施行
し こ う

 

平成 28 年( 2016 年) 4 月に「 成年後見制度の利用の促進に関する法律（ 成年後見制度利用促進

法）」 が公布され、 同年 5 月に施行されました。  
地域住民の需用に応じた成年後見制度の利用の促進、地域における成年後見人等となる人材の

確保、 関係機関等における体制の充実強化等が規定されました。  
 

（ ９ ） 発達
はったつ

障害者
し ょ う がいしゃ

支援法
し え ん ほう

の改正
かいせい

 

平成 28 年( 2016 年) 8 月に「 発達障害者支援法」 が改正され、 ライフステージを通じた切れ目

のない支援、 家族等も含めたきめ細かな支援、 地域の身近な場所で受けられる支援等が規定され

ました。  
 

（ 10） 障害者
し ょ う がいしゃ

雇用
こ よ う

促進法
そく しんほう

の改正
かいせい

 

平成 28 年( 2016 年)の改正により 、 障がいのある人に対する差別の禁止や、 合理的配慮の提供

義務が示され、 平成 30 年( 2018 年)度からは法定雇用率の算定基礎に精神障がいのある人が加え

られました。  
また、 令和元年( 2019 年) 6 月の改正により 、 障がいのある人の活躍の場を拡大するため、 国及

び地方公共団体に、 障害者活躍推進計画の作成及び公表と、 障害者雇用推進者（ 障害者雇用の促

進等の業務を担当する者） 及び障害者職業生活相談員の専任や、 障がいのある人の雇用状況を的

確に把握すること等が規定されました。  
令和 3 年( 2021 年) 3 月に、 民間企業の法定雇用率は 2. 3％に引き上げられ、 対象となる企業の

範囲が常用雇用労働者 43. 5 人以上に拡大されます。また、国、地方公共団体等は 2. 6％、都道府

県等の教育委員会は 2. 5％に引き上げられました。  
令和 4 年( 2022 年) 12 月の改正では、 事業主の責務として障がい者の職業能力の開発及び向上

が含まれることの明確化、週所定労働時間 10時間以上 20時間未満で働く 重度の障がい者や精神

障がい者の実雇用率への算定による障がい者の多様な就労ニーズを踏まえた働き方の推進、企業

が実施する職場環境の整備や能力開発のための措置等への助成による障がい者雇用の質の向上

などが盛り 込まれており 、 令和 5年( 2023 年) 4月 1 日以降に順次施行されています。  
  

（ 11） 難 病
なんびょ う

の患者
かんじゃ

に対
たい

する医療
いり ょ う

等
と う

に関
かん

する法律
ほう り つ

の施行
し こ う

 

平成 26 年( 2014年) 5 月に「 難病の患者に対する医療等に関する法律（ 難病法）」 が成立し、 平

成 27 年( 2015 年) 1 月の施行から新たな指定難病等に係る医療給付制度が実施され、 対象疾病数

が令和 3年( 2021 年) 11月の施行により 338 疾病に拡大されました。令和 4 年( 2022年) 12月の改

正では、 難病患者のデータベースを整備し製薬会社などが活用できるよう にすることなど、治療

薬の開発につながると期待される施策や、 難病患者への支援策として、 医療費助成を開始する時

期をこれまでの「 申請時点」 より さかのぼって「 重症化した時点」 とすること 、 自治体が患者に

「 登録者証」 を発行し 、就労支援や福祉サービスを円滑に受けられるよう にすることをなどが盛

り 込まれました。  
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（ 12） 高齢者
こう れいしゃ

、 障害者
し ょ う がいしゃ

等
と う

の移動
い ど う

等
と う

の円滑化
え んかつか

の促進
そく しん

に関
かん

する法律
ほう りつ

の改正
かいせい

 

平成 30 年( 2018 年) 5 月に「 高齢者、 障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（ バリ ア

フリ ー法）」 の改正が公布され、ハード 対策に加え、移動等円滑化に係る「 心のバリアフリー」 の

観点からの施策の充実等、 ソフト の対策を強化することが規定されました。 令和 2 年( 2020 年) 5
月の改正では、 公立小中学校等にバリ アフリ ー基準への適合の義務付けや、 旅客特定車両停留施

設もバリアフリー基準適合義務の対象に追加されました。  
 

（ 13） 障害者
し ょ う がいしゃ

による文化
ぶ ん か

芸 術
げいじゅつ

活動
かつどう

の推進
すいしん

に関
かん

する法律
ほう り つ

の施行
し こ う

 

平成 30 年( 2018 年) 6 月に「 障害者による文化芸術活動の推進に関する法律（ 障害者文化芸術

活動推進法）」 が施行され、文化芸術は障がいの有無にかかわらず、人々に心の豊かさや相互理解

をもたらすものであるため、 障がいのある人による文化芸術活動の推進、文化芸術活動を通じた

障がいのある人の個性と能力の発揮及び社会参加の促進を図ることとされました。  
 

（ 14） 読書
どく し ょ

バリ アフリ ー法
ほう

の施行
し こ う

 

令和元年( 2019年) 6 月に「 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律（ 読書バリ アフ

リ ー法）」 が施行され、視覚障がい、発達障がい、肢体不自由等の障がいによって読書が困難な障

がいのある人の読書環境の整備が自治体の責務とされました。  
 

（ 15） 特別
と く べつ

支援
し え ん

教 育
きょ う いく

についての動向
どう こう

 

特別支援教育の動向として、 平成 22 年( 2010 年)には、 障害者権利条約の理念を踏まえた特別

支援教育の在り方について検討を行う ため、 中央教育審議会に「 特別支援教育の在り 方に関する

特別委員会」 が設置され、 平成 24 年( 2012 年) 7月には、「 共生社会の形成に向けたインクルーシ

ブ教育システムの構築のための特別支援教育の推進（ 初等中等教育分科会報告）」 が取り まとめ

られました。 同報告の中では、 合理的配慮について明記され、 平成 25 年( 2013 年) 8 月には、 障

がいのある児童生徒等の就学手続について、特別支援学校への就学を原則とする従来の仕組みを

改め、 市町村教育委員会が、 障がいの状態、 教育上必要な支援の内容、 地域における教育体制の

整備状況、 その他の事情を勘案して、 総合的な観点から就学先を決定する仕組みとする等の学校

教育法施行令の改正を行う こととされました。 平成 26 年( 2014 年) 1 月に国において障害者権利

条約を批准しており 、 特別支援教育を一層推進することとされています。  
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（ 16） 第
だい

５
ご

次
じ

障
し ょ う

害
がい

者
し ゃ

基
き

本
ほん

計
けい

画
かく

 

内閣府の第５ 次障害者基本計画は、 平成 31 年( 2019 年) 3 月に策定された第４ 次障害者基本計

画を引き継ぎながら、令和 5 年度から令和 9 年度までの５ 年間に重点的に実施すべき施策の方向

を定めたものです。 基本理念として、 障がい者が「 自らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参

加し 、 その能力を最大限発揮して自己実現できるよう 支援する」 という 文言が新たに加えられま

した。基本原則として、「 障がい者の多様性を尊重すること 」、「 障がい者の人権を尊重すること 」、

「 障がい者の自立と社会参加を促進すること 」、「 障がい者の差別解消に向けた取組を推進するこ

と 」、「 障がい者の意思決定支援に関する取組を推進すること 」、「 障がい者の国際的な取組に関す

る協力・ 連携を推進すること 」 の６ つが明記されました。  

 

（ 17） 滋賀県
し が け ん

障害者
し ょ う がいしゃ

プラン  2021 

滋賀県においては、 滋賀の未来をつく っていく ための将来ビジョ ンである「 滋賀県基本構想」

を具体化するための障がい福祉に関する施策の指針及び実施計画として、令和 3 年( 2021年)度か

ら６ 年間を計画期間とするプランが策定されています。障がいのある人もない人もお互いに尊重

し 、 理解し 、 助け合う 中で、 すべての人が持っている力を発揮することで、 生き生きと活躍し 、

居場所と 出番を実感できることを基本的な姿勢と して共生社会の実現に向けて取り 組みを進め

ています。  
プランのう ち「 重点施策」 等については、 ３ 年目に評価及び必要に応じた見直しが行われる予

定です。  

 

（ 18） 地域
ち い き

共 生
きょ う せい

社会
し ゃかい

の推進
すいしん

 

平成 29 年( 2017 年) 6 月に「 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正

する法律」 が制定され、 地域共生社会の実現に向けた内容が示されました。  
 

（ 19）「 地域
ち い き

共 生
きょ う せい

社会
し ゃかい

の実現
じつげん

のための社会
しゃかい

福祉法
ふく し ほう

等
と う

の一部
い ち ぶ

を改正
かいせい

する法律
ほう り つ

」 の施行
し こ う

 

地域共生社会の実現を図るため、 地域住民の複雑化・ 複合化した支援ニーズに対応する包括的

な福祉サービス提供体制を整備する観点から、「 地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一

部を改正する法律」 が令和 2 年( 2020 年) 6 月に成立し、 同年 6月から施行されました。 市町村の

包括的な支援体制の構築の支援、地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備

等の推進、 医療・ 介護のデータ基盤の整備の推進、 介護人材確保及び業務効率化の取組の強化、

社会福祉連携推進法人制度の創設等の所要の措置を講ずることを目的としています。  
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（ 20） 障害者
し ょ う がいしゃ

情 報
じ ょ う ほう

アクセシビリ ティ ・ コ ミ ュニケーショ ン施策
し さ く

推進
すいしん

法
ほう

の施行
し こ う

 

令和 4 年( 2022年) 5 月に「 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進

に関する法律（ 障害者情報アクセシビリティ ・ コミ ュニケーショ ン施策推進法）」 が施行されまし

た。  
この法律は、 すべての障がい者が、 あらゆる分野の活動に参加するためには情報の十分な取得

利用や円滑な意思疎通が極めて重要であることから、 障がい者による情報の取得利用・ 意思疎通

に係る施策を総合的に推進し、 共生社会の実現に資するために制定されました。  
 

（ 21）「 甲
こう

賀
か

市
し

手話
し ゅ わ

言語
げ ん ご

及
およ

び情 報
じ ょ う ほう

・ コ ミ ュニケーショ ン促進
そく しん

条 例
じ ょ う れい

」 の施行
し こ う

 

手話は、 言語音声と異なり 、 手及び指、 体等の動き並びに顔の表情を使って視覚的に表現する

言語です。 これまで、 ろう 者等は、 物事を考え、 意思疎通を図り 、 お互いの気持ちを理解し合う

ために、 手話言語を大切に育んできた歴史があります。  
また、 人と人の結びつき及び絆を大切にする上で、 全ての障がい者が可能な限り 、 手話を含む

多様なコミ ュニケーショ ン手段を用いて、 お互いの気持ちを理解し合う 機会を確保することは、

共生社会に課せられた責務です。  
手話が言語であることを理解し、また障がいの特性に応じたコミ ュニケーショ ン手段の選択及

び情報取得又は利用の手段の選択の機会が保障され、 障がいの有無にかかわらず、 市民一人ひと

り の人権が尊重され、 人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会を実現するため令和 3 年

( 2021年) 10 月 1日から施行しました。  
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 ３  計画
けいかく

の位
い

置
ち

づけ 
 
（ １ ） 計画

けいかく

の性格
せいかく

 
 障がい者基本計画は、本市の障がい者施策を総合的かつ計画的に推進するための基本計画であ

り 、 市民、 関係機関・ 団体、 事業者、 市が、 それぞれに活動を行う ための指針となり ます。  
 障がい福祉計画・ 障がい児福祉計画は、 障がい福祉施策を円滑に実施するために、 計画期間で

ある令和 6 年( 2024 年)度から令和 8 年( 2026 年)度の障がい福祉の方向性を見据えたサービス量

等の目標を設定し 、 その確保のための方策について定める計画となり ます。  
 

（ ２ ） 根拠
こんきょ

法令
ほう れい

 
 本計画は、 障害者基本法第 11 条第 3 項に基づく 「 市町村障害者計画」 と障害者総合支援法第

88 条に基づく 「 市町村障害福祉計画」、 改正児童福祉法第 33 条の 20 に基づく 「 市町村障害児福

祉計画」 にあたる法定計画で、 ３ 計画を一体の計画として策定します。  
表 1- 2 根拠法令 

 障がい者計画 障がい福祉計画 障がい児福祉計画 

内容 障害者施策の基本方針に

ついて定める計画 

障害福祉サービス等の見

込みとその確保策を定め

る計画 

障害児通所支援等の提供

体制とその確保策を定め

る計画 

根拠法 障害者基本法 
（ 第 11 条 3 項）  

障害者総合支援法 
（ 第 88 条）  

児童福祉法 
（ 第 33 条 20）  

国 
障害者基本計画 

（ 第５ 次）  
（ 令和 5( 2023)～ 

9( 2027)年度）  

第７ 期障害福祉計画及び第３ 期障害児福祉計画に係る
基本指針 

（ 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な
実施を確保するための基本的な指針）  

県 滋賀県障害者プラン  2021 
（ 令和 3( 2021)～8( 2026)年度）  

甲賀市 
第３ 次障がい者基本計画 
（ 令和 3( 2021)～ 

8( 2026)年度）  

第７ 期障がい福祉計画 
（ 令和 6( 2024)～ 

8( 2026)年度）  

第３ 期障がい児福祉計画 
（ 令和 6( 2024)～ 

8( 2026)年度）  
計画期間 ６ 年間 ３ 年間 ３ 年間 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1- 1 各計画の位置づけ 

障がい者基本計画 

障がい福祉計画・ 障がい児福祉計画 

様々な分野にわたる障がいのある人への支援、  
福祉サービス等にかかわる施策の方針を定める計画 

  

「生活支援」 にかかわる具体的なサービス等の見込量と  
確保方策を定める計画 

するものです。  

◎生活支援 ●保健・ 医療 ●教育・ 文化芸術活動・ スポーツ等 

●雇用・ 就業 ●生活環境 ●情報アクセシビリ ティ  ●安全・ 安心  

●差別の解消及び権利擁護の推進 ●行政サービス等における配慮 ●国際協力 

 

３ 
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（ ３ ） 関連
かんれん

計画
けいかく

 
 本計画は、 国が定める根拠法及び計画に基づく と ともに、 本市のまちづく り の方針である「 第

２ 次甲賀市総合計画」 及び「 第２ 次甲賀市地域福祉計画」 を上位計画とし、 関連する福祉分野の

計画である「 甲賀市介護保険事業計画・ 高齢者福祉計画」「 甲賀市子ども・ 子育て応援団支援事業

計画」「 健康こう か２ １ 計画」 との整合性を保ち策定します。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1- 2 関連計画 
 
 
 

 ４  計画
けいかく

の対 象
たいしょ う

 
 
 本計画の性格を踏まえ、障がいのある人が地域社会で自立をめざし 、積極的な社会参加を進める

ためには、 障がいのある人に対する理解と認識を深めることが重要です。 そのため、 本計画は、 障

がいの有無にかかわらず、 すべての市民を対象とします。  
 
 
  
  

第２ 次甲賀市総合計画 

第２ 次甲賀市地域福祉計画 

甲賀市第３ 次障がい者基本計画 
（ 中間見直し ）  

第７ 期障がい福祉計画・  
第３ 期障がい児福祉計画 

第２ 期甲賀市子ども・ 子育て応援団 
支援事業計画   

第３ 次健康こう か２ １ 計画 

甲賀市第９ 期介護保険事業計画・  
高齢者福祉計画 

国・ 県 

第５ 次障害者基本計画 
基本指針 

障害者基本法 
障害者総合支援法 

児童福祉法 

滋賀県障害者プラン  2021 

４  
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５  計画
けいかく

の期間
き か ん

 
 

 甲賀市第３ 次障がい者基本計画は、 令和 3 年( 2021 年)度から令和 8 年( 2026 年)度までの６ 年

間を、 第７ 期障がい福祉計画、 第３ 期障がい児福祉計画は、 令和 6 年( 2024 年)度から令和 8 年

( 2026年)度までの３ 年間を計画期間として策定します。  
ただし、 計画期間の途中であっても、 社会情勢の変化や制度改正等により必要に応じて計画の

見直しを行います。  
 

 令和 3 年度 
( 2021 年度)  

令和 4 年度 
( 2022 年度)  

令和 5 年度 
( 2023年度)  

令和 6 年度 
( 2024年度)  

令和 7 年度 
( 2025年度)  

令和 8 年度 
( 2026年度)  

令和 9 年度 
( 2027年度)  

令和 10 年度 
( 2028年度)  

令和 11 年度 
( 2029年度)  

甲賀市 
障がい者 
基本計画 

         

甲賀市 
障がい 
福祉計画 

         

甲賀市 
障がい児
福祉計画 

         

図 1- 3 計画期間 
 
  

５  

第６ 期障がい福祉計画 

第２ 期障がい児福祉計画 

第３ 次障がい者基本計画 

第７ 期障がい福祉計画 

第３ 期障がい児福祉計画 

第８ 期障がい福祉計画 

第４ 期障がい児福祉計画 

第４ 次障がい者基本計画

福祉計画 
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 ６  計画
けいかく

の策定
さ く てい

体制
たいせい

 
 

（ １ ） 障害者
し ょ う がいしゃ

施策
し さ く

推進協
すいしんきょ う

議会
ぎ か い

における計画
けいかく

の策定
さ く てい

 

 本計画を実効性あるものとするため、 関係機関である障がい者団体関係者、 保健・ 医療・ 福祉

事業所関係者、 学識経験者、 行政機関関係者等からなる「 甲賀市障害者施策推進協議会」 におい

て検討を行い、 計画を策定しました。 また、 甲賀地域障害者自立支援協議会からの提言書の内容

を反映します。  
 
 
 
 
 

（ ２ ） アンケート ・ ヒ アリ ングの実施
じ っ し

 

 本計画の策定にあたり 、 障がいのある人の生活状況や福祉サービスの利用状況、 利用意向を把

握するため、 障がいのある人及び障害福祉サービス事業所に対してアンケート を実施しました。

また、 関係団体等へのヒアリ ング調査により 、 障がいのある人が地域で暮らし続けるにあたって

の悩みや課題を聴きました。  
これらアンケート 及びヒアリ ングにおいて明らかになったニーズや課題を踏まえ、本計画を策

定します。  
 

表 1- 3 アンケート の概要 
区分 障がい者アンケート  事業所アンケート  関係団体ヒアリング 

対象者 
障害者手帳を所持している

サービス利用者及び 
福祉サービス利用者 

甲賀市内の 
障害福祉サービス事業所 

甲賀市内の 
障がい者関係団体 

対象者数 1, 000人 35 法人（ 116 事業）  8 団体 

調査期間 令和 5 年( 2023年)  
2 月～3 月 

令和 5年( 2023年)  
7 月～8 月 

令和 5年( 2023年)  
8 月 

調査方法 郵送 郵送・ メ ール 郵送・ メ ール・ ヒアリ ング 
有効回収 515 件（ 51. 5％）  81 事業所（ 69. 8％）  5 件（ 62. 5％）  

 

（ ３ ） パブリ ッ ク ・ コメ ント の実施
じ っ し

 

 計画案の概要を公開し、 広く 意見を聴取する「 パブリ ッ ク・ コメ ント 」 を実施し 、 そこで寄せ

られた意見を計画へ反映します。  
  

① 甲賀市障害者施策推進協議会： 平成 21年( 2009年) 3 月 27 日条例設置 
 
② 甲賀地域障害者自立支援協議会（ 甲賀地域障害児・ 者サービス調整会議）  

６  


